
‭別紙仕様書２－４‬

‭＊　電気工作物の保安業務（３幸楽荘）‬

‭　　電気事業法に規定されている電気工作物について、同法及びこれに基づく政令等‬
‭を遵守し、次の設備等について、必要な点検を行うこと。‬
‭○自家用電気工作物の概要‬

‭西幸楽荘‬ ‭東幸楽荘‬ ‭北幸楽荘‬
‭（１）設備容量‬ ‭150 KVA‬ ‭125 KVA‬ ‭225KVA‬

‭（２）最大電力‬ ‭105 KW‬ ‭90 KW‬ ‭150 KW‬

‭（３）受電電圧‬ ‭6600 V‬ ‭6600 V‬ ‭6600 V‬

‭　　　　　　　‬
‭○点検、測定及び試験の基準等‬

‭　　（１）通常点検　　　　　毎月１回‬
‭　　（２）定期点検　　　　　毎年１回‬
‭　　（３）精密点検　　　　３年に１回‬
‭　　（４）臨時点検　　　　必要の都度‬
‭　　　（注）　（１）定期点検及び精密点検には、通常点検が含まれます。‬
‭　　　　　　　（２）精密点検には、定期点検が含まれます。‬


